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沖縄県告示第１号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、那

覇広域都市計画区域区分を変更した。

なお、当該都市計画の図書を次のとおり縦覧に供する。

平成31年１月４日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

１ 都市計画の名称 西普天間住宅地区

２ 都市計画の変更に係る土地の区域

⑴ 追加する部分 宜野湾市字普天間、字安仁屋、字新城及び字喜友名

⑵ 削除する部分 なし

３ 縦覧場所 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
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